
（別紙様式４）

〒
（住所）
（電話）

〒
（住所）
（電話）

昼夜

単位時間 単位時間 単位時間 単位時間 単位時間 単位時間

年 67 単位 19 単位 69 単位 2 単位 0 単位 28 単位

390 人 285 人 人 0 % 11 %

人
人
人
人
％

■就職者に占める地元就職者の割合 (F/E)
％

■卒業者に占める就職者の割合 (E/C)
％
人

（令和 6

受審年月：

（Ａ：単位時間による算定）

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

（Ｂ：単位数による算定）

単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位

人

人

人

人

人

人

人

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価： 無
※有の場合、例えば以下について任意記載

評価団体：
評価結果を掲載した
ホームページＵＲＬ

（うち企業等と連携したインターンシップの単位数） 0

教員の属性（専任
教員について記

入）

 ① 専修学校の専門課程を修了した後、学校等におい
てその担当する教育等に従事した者であって、当該専
門課程の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算
して六年以上となる者

（専修学校設置基準第41条第1項第1号） 15

 ② 学士の学位を有する者等 （専修学校設置基準第41条第1項第2号） 1

 ③ 高等学校教諭等経験者 （専修学校設置基準第41条第1項第3号） 0

 計 17

上記①～⑤のうち、実務家教員（分野におけるおおむね５年以上の実務の経験を有し、かつ、高
度の実務の能力を有する者を想定）の数

10

 ④ 修士の学位又は専門職学位 （専修学校設置基準第41条第1項第4号） 0

 ⑤ その他 （専修学校設置基準第41条第1項第5号） 1

うち企業等と連携した演習の授業時数

うち企業等と連携した必修の演習の授業時数

総単位数 118

うち企業等と連携した実験・実習・実技の単位数 2

うち必修授業時数

うち企業等と連携した必修の実験・実習・実技の授業時数

株式会社友美、株式会社SUGAR、株式会社アッシュ、株式会社KENGE、株式会社TAYA、Kakimoto arms、株式会社SHACHU
株式会社blossom、株式会社affection、ピアス株式会社

うち企業等と連携した必修の実験・実習・実技の単位数

（うち企業等と連携したインターンシップの授業時数）

2

うち企業等と連携した必修の演習の単位数

当該学科の
ホームページ

URL
https://www.sanko.ac.jp/sendai-beauty/course/beauty/

93
■進学者数 0
■その他

特になし

0

うち企業等と連携した演習の単位数 2

うち必修単位数 2

企業等と連携した
実習等の実施状況
（Ａ、Ｂいずれか

に記入）

総授業時数

うち企業等と連携した実験・実習・実技の授業時数

2 昼間
※単位時間、単位いずれ
かに記入

生徒総定員 生徒実員(A) 留学生数（生徒実員の内数）(B) 留学生割合(B/A)

0

（令和6年度卒業生）

94
■地元就職者数 (F) 38
■就職率 (E/D)　　　　　　　　　　： 98

40

就職等の状況

■卒業者数 (C)　　　　　　　　： 101
■就職希望者数 (D)　　　　　： 96
■就職者数 (E)　　　　　　　　：

年度卒業者に関する令和７年５月１日時点の情報）

■主な就職先、業界等

学科の目的
「世の中の困難を希望に変える」をミッションとし、学校教育法に基づき、美容業界に従事しようとする者に必要な実践的かつ専門的な知識、技能を教授することによって、
明日の美容業界を担う人材を養成することを目的とする。

学科の特徴（取得
可能な資格、中退

率　等）

美容師国家試験修得を目指しながら、企業と連携強化した現場に直結した学びが出来る。
現場経験豊富なプロ講師によるサポートで全国へ就職、またVRを通して最新の学びを取り入れている。

修業年限
全課程の修了に必要な総授業時数又は総

単位数
講義 演習 実習 実験 実技

衛生専門課程 美容科 平成17(2005)年度 - 平成28(2016)年度

分野 認定課程名 認定学科名 専門士認定年度 高度専門士認定年度 職業実践専門課程認定年度

中退率

令和7年7月31日

983-0852

022-292-3715
設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人三幸学園 昭和60年3月8日 鳥居　敏 東京都文京区本郷三丁目23番16号
113-0033

03-3814-6151

仙台ビューティーアート
専門学校

平成15年3月31日 大沼　博之 宮城県仙台市宮城野区榴岡3丁目8-25

職業実践専門課程等の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

衛生

https://www.sanko.ac.jp/sendai-beauty/course/beauty/
https://www.sanko.ac.jp/sendai-beauty/course/beauty/
https://www.sanko.ac.jp/sendai-beauty/course/beauty/
https://www.sanko.ac.jp/sendai-beauty/course/beauty/
https://www.sanko.ac.jp/sendai-beauty/course/beauty/
https://www.sanko.ac.jp/sendai-beauty/course/beauty/
https://www.sanko.ac.jp/sendai-beauty/course/beauty/
https://www.sanko.ac.jp/sendai-beauty/course/beauty/
https://www.sanko.ac.jp/sendai-beauty/course/beauty/
https://www.sanko.ac.jp/sendai-beauty/course/beauty/
https://www.sanko.ac.jp/sendai-beauty/course/beauty/
https://www.sanko.ac.jp/sendai-beauty/course/beauty/
https://www.sanko.ac.jp/sendai-beauty/course/beauty/
https://www.sanko.ac.jp/sendai-beauty/course/beauty/
https://www.sanko.ac.jp/sendai-beauty/course/beauty/


種別

①

③

③

－

－

（年間の開催数及び開催時期）

藤森　淳子 仙台ビューティーアート専門学校　副校長

　※委員の種別の欄には、企業等委員の場合には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載するこ
と。
　（当該学校の教職員が学校側の委員として参画する場合、種別の欄は「－」を記載してください。）
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

年2回　（2月、7月）

（開催日時（実績））
第１回　令和7年2月19日　10：00～11：15
第２回　令和7年6月27日　13：00～14：15

和田　悠貴美 仙台ビューティーアート専門学校

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課
程の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本
方針
企業等との連携を通じて必要な情報の把握・分析を行い、実践的かつ専門的な職業教育を実施することを目的として、教
育課程編成委員会を設置する。委員会は次の各号に掲げる事項を審議し、授業科目の開設や授業方法の改善・工夫に生
かす。
　（１）カリキュラムの企画・運営・評価に関する事項
　（２）各授業科目の内容・方法の充実及び改善に関する事項
　（３）教科書・教材の選定に関する事項
　（４）その他、教員としての資質・能力の育成に必要な研修に関する事項等
またより正確に業界における動向や求められる人材要件を把握するため、就職・実習先企業や業界団体、資格・検定団体
等と関係性を深め、幅広く連携を図ることで、業界の求めるニーズを確実に捉え、本校のカリキュラムや授業内容に反映す
る。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

教育課程編成委員会での審議を通じて示された企業等の要請その他の情報・意思を十分に生かし、実践的かつ専門的な
職業教育を実施するに相応しい教育課程の編成を協力して行うものとして位置づけている。
具体的には、審議を通じて示された教育課程編成に係る意見を基に、副校長および各校教務チームによって教育課程お
よびシラバスの改善素案が作成され、美容分野専門委員会（別紙組織図：各専門委員会）にて提案される。
提案に基づき、美容分野専門委員会にて審議の上、次年度の教育課程およびシラバスに改善内容が反映される。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

鎮　雅也 株式会社way to go-y　代表取締役
令和7年4月1日～令和9年3月
31日（2年）

令和7年7月31日現在

吹田　美雪 株式会社GUILD　Nef　副店長
令和7年4月1日～令和9年3月
31日（2年）

名　前 所　　　属 任期

河島　健 一生美容に恋する会　代表理事
令和7年4月1日～令和9年3月
31日（2年）

※カリキュラムの改善案や今後の検討課題等を具体的に明記。

委員会にて頂いた以下の意見について対応を行っている。
①技術以外のカウンセリング力・ホスピタリティ力を伸ばすために授業を工夫する。
外部講師により、相手を思いやる気持ち・気持ちを汲み取るなど、現場のリアルを共に学生に伝えていただく機会を増やし
た。
②基礎的なことのみができるだけではなく、各場面においての応用力を持つことが必要であるため、授業内で学生がアウト
プットをする機会を多く取り入れていき、自身の言葉で発することを重要としている。



研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

①専攻分野における実務に関する研修等

外部講師による、美容業界への就職状況の現状と、それに伴う今後の学生への就職斡旋について

就職活動支援講座 連携企業等： 株式会社トーコン

令和7年1月30日 対象： 教員8名

美容業界・美容学校における課題解決に向けたVRの活用について学び授業に活かす

ワインディング外部コンテスト強化技術研修 連携企業等： 株式会社KENJE

令和7年8月21日（木） 対象： 教員10名

①専攻分野における実務に関する研修等

（３）研修等の計画

未来の美容師教育 連携企業等： 株式会社iii

令和6年9月27日 対象：

科　目　名 連　携　企　業　等

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

授業科目「着付け」において1年間の授業を通して実施。美容業における実践力を想定し、日本古来の美容文化である「着
物」に関する知識・技術を習得。そして授業を通して美容業に欠かせない挨拶・マナー・言葉遣いなどの礼節並びに振る舞
い・行動など所作を身に付ける。
「美容実習Ⅰ-F」においては、実際にサロンでの現場実習を通して、お客様への接客・対応力を学ぶ。また、学校で学ぶ技
術ではなく、お客様に対する技術を目の前で見て、自身の将来の職業に対しての学びを深める。定期的に授業シラバスや
1年の流れ・生徒の様子を共有し、改善点等協議している。

（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。

企業連携の方法

４．【校外】企業等が主
催するインターンシッ
プ等（学科が主体的に
企画していないものを
指す。）

１．【校内】企業等から
の講師が全ての授業
を主担当

美容の現場への実習を行い、サロ
ン勤務をする事により、学校では
学ぶことができない現場力を体験
し、美容室が求める人材になるべ
く、マナーや実践力を学ぶ。

日本文化における美容文化である
着付けの技術を学ぶことで、卒業
後の仕事の幅が広がり、活躍の場
も増える。授業では技術はもとより
礼節や所作などを現場の方から毎
週継続して学ぶことで、接客スキ
ルを向上させる。日本の美容文化
への意識及び技術習得の必要性
を認識し、向上を養う。

着付け

科　目　概　要

教員10名

外部講師による、外部コンテストでの入賞に向けた教員向け技術レクチャー会

実践的かつ専門的な職業教育を実施し、美容業界を活性化できる人材を養成するためには、教員一人ひとりが常に業界
ならびに実務に関する最新の知識を持ち、指導スキルを身につけようという向上心がなければならない。そのために、「研
修等に係る諸規程」に基づき、計画的に以下の研修を実施している。
・企業等から講師を招いた実践的かつ専門的な知識・技術・技能を修得するための研修
・企業等から講師を招いた指導力の修得・向上のための研修

（２）研修等の実績

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針

美容実習Ⅰ－F

株式会社 友美
株式会社プラスアルトラ
株式会社Suger
他70社

小林豊子きもの学院

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針
美容業界においては技術力と接客力が重要であるという事は不変のものであり、双方を兼ね備えることで長く業界で活躍
することができ、業界の発展にも繋がっていく。このことから、本校教育理念である「技術・理論の習得レベル」及び「マ
ナー」・「コミュニケーション」など現場に即した内容で継続して実施している。企業と連携することで、より早く現場の変化や
課題に対しての対応及び教育への反映を行い、本校そして業界の求める「人材育成」に貢献できると考える。



研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

種別

企業等委員

企業等委員

教育機関

卒業生

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　））
URL： https://www.sanko.ac.jp/sendai-beauty/disclosure/jikohyouka.pdf
公表時期： 令和7年7月31日

学校法人三幸学園 飛鳥未来高等学校
仙台キャンパス　副校長

令和7年4月1日～令和8年3月
31日（1年）

渡部　晃輝 卒業生
令和7年4月1日～令和8年3月
31日（1年）

高清水　久実

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期

井上　英治
株式会社ガモウ
広域エリア営業部　次長

令和7年4月1日～令和8年3月
31日（1年）

高橋　遼平 株式会社共立メンテナンス
令和7年4月1日～令和8年3月
31日（1年）

（６）教育環境 （６）教育環境
（７）学生の受入れ募集 （７）学生の受入れ募集
（８）財務 （８）財務

委員会にていただいた以下の意見について対応を行っている。
①目指す業界では「自ら考え行動し、答えのない課題に答えを出していく力」が求められる。
学校では業界に求められる力を教職員が理解し、授業や就職指導において統一した指導を行う。また、それだけでは修得
することのできない美容業界の知識、技術取得のために、外部講師の方の導入を積極的に行っている。

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿

名　前

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

所　　　属 任期

（９）法令等の遵守 （９）法令等の遵守
（１０）社会貢献・地域貢献 （１０）社会貢献・地域貢献
（１１）国際交流 （１１）国際交流

令和7年7月31日現在

（３）学校関係者評価結果の活用状況

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目

ネイルコンテスト強化技術研修～アート編～ 連携企業等： Bonte nailschool

令和7年8月21日（木） 対象： 教員5名

外部講師による、外部コンテストでの入賞に向けた教員向け技術レクチャー会

（１）教育理念・目標 （１）教育理念・目標
（２）学校運営 （２）学校運営

②指導力の修得・向上のための研修等

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。
また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針
学校関係者として、関連分野の業界関係者及び卒業生、地域に根差した関連企業と共に、学校関係者評価委員会を設置
して、教育目標や教育について評価し、その評価結果を次年度の教育活動および学校運営の改善の参考とする。
学校関係者評価は、「専修学校における学校評価のガイドライン」の評価項目を使用して実施した自己点検・自己評価の
結果を基に「実施することを基本方針とする。また評価結果は学校のホームページで公表し、委員会で得られた意見につ
いてはすみやかに集約し、各業務担当者にフィードバックすることで、学校運営の改善に生かすものとする。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

現代の教育、学生との関わり方において、指導者としての心構えとスキル・対応力を学ぶ

学生をモチベートするために指導者として知っておきたい５つの捉え方 連携企業等： 株式会社アビリティトレーニング

令和8年4月3日（金） 対象： 教員70名

（３）教育活動 （３）教育活動
（４）学修成果 （４）学修成果
（５）学生支援 （５）学生支援

※（１０）及び（１１）については任意記載。
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（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　））
URL： https://www.sanko.ac.jp/sendai-beauty/disclosure/
公表時期： 令和7年7月31日

（１１）その他 高等教育の修学支援新制度
※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）情報提供方法

（８）学校の財務 学校の財務
（９）学校評価 自己評価・学校関係者評価結果
（１０）国際連携の状況

（５）様々な教育活動・教育環境 学校行事
（６）学生の生活支援 生活上の諸問題への対応
（７）学生納付金・修学支援 学生納付金、就学支援

（２）各学科等の教育
学科概要、カリキュラム、シラバス、客観的な指標の算出方法、卒業
要件、目指すべき人材像、取得可能資格、就職実績

（３）教職員 教員数、組織、専門性
（４）キャリア教育・実践的職業教育 キャリア教育への取り組み、実習実技への取り組み

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針
「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」に則って情報提供を行うことを基本方針とし、以下の姿を
目指す。
１．学校の指導方針や課題への対応方法等に関し、教職員・生徒間、学校・家庭間の共通理解が深まり、教育活動の活性
化や学校運営の円滑化につなげること。
２．入学希望者やその保護者に対し、進路選択に当たっての有用な情報を提供するとともに、一人ひとりの能力・適性に
あった望ましい進路の実現に資すること。
３．キャリア教育・職業教育をはじめとした教育活動の状況等について、業界関係者に情報提供することで、相互の対話が
促され、実習・就職指導等企業等との連携による活動の充実や、業界等のニーズを踏まえた教育内容・方法の改善につな
げること。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの項目 学校が設定する項目

（１）学校の概要、目標及び計画 学校の概要、目標および計画

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況
に関する情報を提供していること。」関係

https://www.sanko.ac.jp/sendai-beauty/disclosure/
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1 ○ 保健Ⅰ
人の身体の構造や機能を理解し、健康に保
つ方法や疾患など、美容と健康の関りにつ
いて学ぶ。

1
年
・
通
年

30 1 ○ ○ ○

2 ○ 保健Ⅱ
皮膚付属器官の構造及び機能、毛髪などの
構造・機能の知識を美容技術と関連させて
学ぶ。

2
年
・
通
年

60 2 ○ ○ ○

3 ○ 文化論Ⅰ

美容業界人として必要な理容業・美容業の
歴史を学び、創造をひろげるエッセンスと
なる日本・西洋のファッション文化史の流
れを習得する。

1
年
・
通
年

30 1 ○ ○ ○

4 ○ 文化論Ⅱ

美容業界人として必要な理容業・美容業の
歴史を学び、創造をひろげるエッセンスと
なる日本・西洋のファッション文化史の流
れを習得する。

2
年
・
通
年

30 1 ○ ○ ○

5 ○ 運営管理
サロン運営に必要な経営管理、労務管理、
接客法、マーケティングなどの知識・手法
を学ぶ。

2
年
・
通
年

30 1 ○ ○ ○

6 ○
美容技術理論
Ⅰ

基礎から特殊技術までの器具の取り扱い、
その目的や種類、特徴、技術上の注意点に
ついて学ぶ。

1
年
・
通
年

90 3 ○ ○ ○

7 ○
美容技術理論
Ⅱ

エステ・メイク・ネイル・着付け・まつ毛
エクステンションなど美容全般の技術と理
論について学ぶ。

2
年
・
通
年

60 2 ○ ○ ○

8 ○
関係法規・制
度

衛生行政、美容師法など、美容に係る法律
について学び、知識を深める。

2
年
・
通
年

30 1 ○ ○ ○

9 ○ 衛生管理Ⅰ

公衆衛生について学び、感染症と環境衛
生、消毒の義務や目的など、サロンにおけ
る衛生管理を学ぶ中で、衛生面について理
解する。

1
年
・
通
年

30 1 ○ ○ ○

10 ○ 衛生管理Ⅱ

公衆衛生について学び、感染症と環境衛
生、消毒の義務や目的など、サロンにおけ
る衛生管理を学ぶ中で、衛生面について理
解する。

2
年
・
通
年

60 2 ○ ○ ○

授業科目等の概要

（衛生専門課程 美容科）
分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

単
 
位
 
数

授業方法 場所 教員

企
業
等
と
の
連
携



11 ○ 香粧品化学

美容器具・香粧品を適正に取り扱うため
に、機械器具、香粧品の働きを理解し、正
しく取り扱う上で必要な科学的知識を学
ぶ。

2
年
・
通
年

60 2 ○ ○ ○

12 ○
美容実習Ⅰ－
A

美容師国家試験第二課題ワインディング技
術について基礎を理解して身に付ける。

1
年
・
前
期

90 3 ○ ○ ○

13 ○
美容実習Ⅰ－
B

シャンプーイングの目的と頭皮毛髪の基本
的知識を習得し、施術内容によるシャン
プーイングの違いを知る。また、カッティ
ング、カラーリングの基礎知識を学ぶ。

1
年
・
前
期

90 3 ○ ○ ○

14 ○
美容実習Ⅰ－
C

人頭での技術・スタイル制作・クリエイ
ティブスタイリングを学ぶ。また、美容師
国家試験第二課題ワインディング技術につ
いて基礎を理解して身に付ける。

1
年
・
前
期

90 3 ○ ○ ○

15 ○
美容実習Ⅰ－
D

美容師国家試験第一課題レイヤーカットの
構成、基礎知識を身に付ける。また、美容
師国家試験第二課題ワインディング技術に
ついて基礎を理解して身に付ける。

1
年
・
後
期

90 3 ○ ○ ○

16 ○
美容実習Ⅰ－
E

美容師国家試験第二課題オールウエーブ
セッティング基礎知識を身に付ける。

1
年
・
後
期

90 3 ○ ○ ○

17 ○
美容実習Ⅰ－
F

美容室など現場へ実習に行き、サロン勤務
をする事により、学校では学ぶことが出来
ない現場力を体験し、マナーや即戦力を身
に付ける。

1
年
・
後
期

60 2 ○ ○ ○ ○

18 ○
美容実習Ⅱ－
A

1年次に学んだ基礎知識を基に美容師国家試
験第二課題ワインディング技術、カット技
術について合格基準を満たす技術を習得す
る。

２
年
・
前
期

60 2 ○ ○ ○

19 ○
美容実習Ⅱ－
B

１年次に学んだ基礎知識を基に美容師国家
試験第二課題オールウエーブ技術について
合格基準を満たす技術を習得する。

２
年
・
前
期

60 2 ○ ○ ○

20 ○
美容実習Ⅱ－
C

１年次に学んだ基礎知識を基に美容師国家
試験第二課題オールウエーブ技術について
合格基準を満たす技術を習得する。

２
年
・
後
期

90 3 ○ ○ ○

21 ○
美容実習Ⅱ－
D

１年次に学んだ基礎知識を基に美容師国家
試験第二課題オールウエーブ技術について
合格基準を満たす技術を習得する。
また、シャンプーイング技術も習得する。

２
年
・
後
期

90 3 ○ ○ ○

22 ○
美容実習Ⅱ－
E

美容師国家試験に向け美容師国家試験第一
課題、第二課題共に合格基準を満たす技術
の習得をする。また、衛生面についても身
に付ける。

２
年
・
後
期

90 3 ○ ○ ○



23 ○
ビ ジ ネ ス マ
ナーⅠ

敬語の使い方や履歴書の書き方、ビジネス
文書の書き方など社会人としての考え方、
ルールやマナーを身に付ける。

１
年
・
前
期

30 1 ○ ○ ○

24 ○
ビ ジ ネ ス マ
ナーⅡ

敬語の使い方や履歴書の書き方、ビジネス
文書の書き方など社会人としての考え方、
ルールやマナーを身に付ける。美容業界の
現状やニーズを把握し、SNS・WEB・フォト
スキルを活用したマーケティング・集客を
理解し実践できるようにする。

１
年
・
後
期

30 1 ○ ○ ○

25 ○
カ ラ ー &
ファッション

色に関する知識・法則・技法を理解する。

１
年
・
通
年

30 1 ○ ○ ○

26 ○ 着付け 着付けに関する知識・技術を身に付ける。

２
年
・
通
年

60 2 ○ ○ ○ ○

27 ○ ヘアアレンジ
頭部の名称からヘアアレンジの基礎知識・
現場での基礎技術を出来るようにする。

１
年
・
通
年

60 2 ○ ○ ○

28 ○
未来デザイン
プログラム

三幸学園の教区理念である「技能と心の調
和」を体現するための授業として、７つの
習慣を体系的に学ぶことで、社会人・職業
人としてあるべき人格を高め、主体性を発
揮して物事にチャレンジできる人材に成長
する。

１
年
・
通
年

30 1 ○ ○ ○

29 ○
キャリアデザ
イン

自己成長と社会適応力を高め、充実した社
会人へ向けての準備をする。

１
年
・
通
年

30 1 ○ ○ ○

30 ○ 就職対策Ⅰ
就職するうえで必要な知識や心構えを身に
付ける。

１
年
・
通
年

30 1 ○ ○ ○

31 ○ 就職対策Ⅱ
就職するうえで必要な知識や心構えを身に
付ける。卒業時にはすべての人に感謝の気
持ちを持ち愛される存在になっている。

２
年
・
通
年

30 1 ○ ○ ○

32 ○
美容実践Ⅰー
A

ヘア：サロンワークで必要なカットスタイ
ルの基礎を理解し、スタイルに合わせたブ
ローやスタイリングを学ぶ。
メイク：スキンケアからフルメイクまでの
メイク技法を習得し現場を意識して実践で
きるようになる。

１
年
・
後
期

90 3 ○ ○ ○

33 ○
美容実践Ⅰー
B

特殊：ボディーアート、傷メイクなど特化
したシーンで活用できる特殊メイク技術を
学ぶ。

1年
・
後
期

90 3 ○ ○ ○

34 ○
美容実践Ⅰー
C

着付け：着付けに関する知識・技術を身に
付ける。
メイク：スキンケアからフルメイクまでの
メイク技術を習得し現場を意識して実践で
きるようになる。

１
年
・
後
期

90 3 ○ ○ ○



35 ○
美容実践Ⅰー
D

ネイルについての歴史などの背景から始ま
り各部名称や病気・消毒法などを理解し、
基礎的なマニキュア技術を実践できる。

１
年
・
後
期

90 3 ○ ○ ○

36 ○
美容実践Ⅰー
E

ネイル：ネイルについて歴史などの背景か
ら始まり各部名称や病気・消毒法などを理
解し、基礎的なマニキュア技術を実践でき
る。
メイク：スキンケアからフルメイクまでの
技術を習得し現場を意識して実践できるよ
うになる。

１
年
・
後
期

90 3 ○ ○ ○

37 ○
美容実践Ⅰ‐
F

カラー:基本的なカラーの考え方が理解・実
践できる。

１
年
・
後
期

90 3 ○ ○ ○

38 ○
美容実践Ⅱー
A

パーマネントウエーブの理論を学び薬剤の
特徴、仕上がり、使用目的に応じた使い方
を学ぶ。
コンテストにおいて必要なテクニックや
ラーデザインに応じたスタイルを作成す
る。

２
年
・
前
期

90 3 ○ ○ ○

39 ○
美容実践Ⅱー
B

特殊：ショーや撮影などで施すメイク技術
を身に付け、現場において実践できるよう
にする。
メイク：スキンケアからフルメイクまでの
メイクの技術を習得し現場を意識して実践
できるようにする。

２
年
・
前
期

90 3 ○ ○ ○

40 ○
美容実践Ⅱー
C

エステ：身体や皮膚の生理機能に基づいた
フェイシャル・ボディートリートメントを
学び、エステティックの流れ、基本の手技
を覚え一つ一つの手技の意味を理解する。
メイク：スキンケアからフルメイクまでの
メイクの技術を習得し現場を意識して実践
できるようになる。

２
年
・
前
期

90 3 ○ ○ ○

41 ○
美容実践Ⅱー
D

基礎的なネイルを技術から実践的な技術と
してチップを使った補強を学び、JNAジェル
検定初級取得から中級までの技術やデザイ
ンジェルをマスターし、サロンで接客ので
きる技術を習得する。

２
年
・
前
期

90 3 ○ ○ ○

42 ○
美容実践Ⅱー
E

ネイル：基礎的なマニキュア技術を実践で
き、JNEC3級検定取得と様々なアート技術を
学ぶ。
メイク：スキンケアからフルメイクまでの
メイク技術を習得する。

２
年
・
前
期

90 3 ○ ○ ○

43 ○
美容実践Ⅱ‐
F

カラー:応用的なカラーの考え方が理解・実
践できる。

２
年
・
前
期

90 3 ○ ○ ○



44 ○
サロンワーク
A

クリエイティブな創造・撮影実習を通して
自分で考えて決める力を養う。

２
年
・
通
年

120 4 ○ ○ ○

45 ○
サロンワーク
B

１年次に学んだ基礎技術を応用し現場を意
識して実践できるようにする。

２
年
・
通
年

120 4 ○ ○ ○

46 ○
サロンワーク
C

ネイル：JNAジェル検定初級までの技術やデ
ザインジェルをマスターし、サロンでお客
様に説明しながら施術ができる。

２
年
・
通
年

120 4 ○ ○ ○

47 ○
サロンワーク
D

まつ毛エクステ：まつ毛の構造や薬液につ
いて学び安全に施術する技術を習得する。
ネイル：ジェルの基礎を学び知識と共に技
術向上を目指し、特性を理解して説明して
施術ができる。

２
年
・
通
年

120 4 ○ ○ ○

48 ○
サロンワーク
E

身体や皮膚の生理機能に基づいたフェイ
シャル・ボディートリートメントを学び、
エステティックの流れ、基本の手技を覚え
る。

２
年
・
通
年

120 4 ○ ○ ○

49 ○
サロンワーク
F

カラー：即実践できるカラーの知識を習得
できる。

２
年
・
通
年

120 4 ○ ○ ○

49

期

週

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

１学年の学期区分

１学期の授業期間

（留意事項）

卒業要件及び履修方法 授業期間等

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

2

15

卒業要件：
本校に修業年限以上在学し、所定の単位を修得し校長に卒業を認めら
れた者に、卒業の認定を行う。

履修方法：

原則として教育課程に定められている順序で履修する。
【必修科目】保健Ⅰ・Ⅱ、文化論Ⅰ・Ⅱ、運営管理、美容技術理論
Ⅰ・Ⅱ、関係法規・制度、衛生管理Ⅰ・Ⅱ、香粧品化学、美容実習Ⅰ
‐A～F、美容実習Ⅱ‐A～E

合計 科目 118 単位（単位時間）


